
�愛媛県告示第２０１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定

により、次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０２１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

温泉郡中島町大字粟井丁２３の８

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第２０２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

グリーン薬局 田 窪 康 雄 越智郡伯方町大字木浦
甲１６０１－１

平成１５年
１０月１日

さ つ き 薬 局 清 水 貴 行 南宇和郡御荘町平城３５
６２番地

平成１５年
９月１日

吉村調剤薬局・
城辺店 吉 村 すみ代 南宇和郡城辺町甲２４６３

－２
平成１５年
１０月１日

越智外科医院 越 智 道 弘 今治市別宮町二丁目２
－２０

平成１５年
９月７日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
辞 退
年 月 日

有限会社
天 寿 堂 薬 局

有限会社
天 寿 堂 薬 局

宇和島市恵美須町一丁
目１番１号

平成１５年
９月３０日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

グリーン薬局 田 窪 康 雄 越智郡伯方町大字木浦
甲３４４８－１

平成１５年
１０月１日

さ つ き 薬 局
有限会社
メディカルスタ
イル

南宇和郡御荘町平城３５
６２番地

平成１５年
９月１日

吉村調剤薬局・
城辺店

吉村調剤薬局有
限会社

南宇和郡城辺町甲２４６３
－２

平成１５年
１０月１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第２８号

平成１５年１０月７日
伊予郡松前町大字北川原字原端９２２番及び９２３番

伊予郡松前町大字北川原９２２番地
株式会社 アイモク
代表取締役 井 上 幸 一

１５西局丹土（開）第９号

平成１５年１０月８日
周桑郡丹原町大字池田６０９番８及び６１０番７

周桑郡丹原町大字願連寺４７８番地
青 野 真 司

毎週（火・金）曜日発行 第１５０３号 平成１５年１０月２４日
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�愛媛県告示第２０２３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

北条市土手内字南畑１８４番１及び１８４番２１

２ 申請人の住所氏名

松山市北土居町５９３番地１

株式会社松井建設

代表取締役 松井 光太郎

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第２０２４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西宇和郡保内町喜木２番耕地２０７番１及び２番耕地２０８

番１

２ 申請人の住所氏名

八幡浜市産業通２番１９号

昭栄不動産商事

代表者 魚海 浩昭

３ 図面省略

教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第１２号
愛媛県硬式庭球場管理規則を廃止する規則を次のように定

める。

平成１５年１０月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県硬式庭球場管理規則を廃止する規則

愛媛県硬式庭球場管理規則（昭和２８年愛媛県教育委員会規

則第１３号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成１５年１１月１日から施行する。

教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第３号
平成１６年度愛媛県県立中学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成１５年１０月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１６年度愛媛県県立中学校入学者選考実施要項

平成１６年度愛媛県県立中学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。

１ 募集人員

平成１６年度県立中学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中学校 １６０名

愛媛県立松山西中学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところ

による。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。

� 平成１６年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ず

る学校（以下「小学校等」という。）を卒業する見込み

の者

� 平成１６年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見

込みの者で、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が特別に出願を認めたもの

４ 出願

入学志願者は、在籍する小学校等の校長（以下「小学校

長」という。）を経て、志願先中学校の校長（以下「中学

校長」という。）に入学志願書及び入学志願理由書を提出

しなければならない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、教育長

が別に定める。

５ 調査書

調査書は、小学校長から中学校長に提出するものとし、

その様式等については、教育長が別に定める。

６ 面接、作文及び適性検査

� 入学志願者全員に対して、面接、作文及び適性検査を

行う。

� 面接、作文及び適性検査を行う期日及び場所は、次の

とおりとする。

平成１６年１月２０日（火） 志願先中学校

７ 入学者の選考

� 入学候補者の選考

中学校長は、入学志願理由書、調査書並びに面接、作

文及び適性検査の結果を総合的に判断して、入学候補者

を選考する。

� 入学候補者の発表

入学候補者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発

表の方法等は、教育長が別に定める。

平成１６年１月２８日（水）

� 抽選による入学予定者及び補欠入学予定者の決定

１５八局大土（開）第７３０－１
号の５
平成１５年１０月１７日

大洲市東大洲１５７１番１、１５７２番１、１５７３番１、１５７３番２、１５７４番１
、１５８０番、１７１４番１、１７１５番、１７１６番１、１７１７番１、１７１７番２、１７
１８番１、１７１９番１、１７２０番、１７２１番、１７２２番、１７２３番、１７２４番及び
１７２５番

東京都荒川区西日暮里二丁目２７番５号
株式会社 ダイナム
代表取締役 佐 藤 公 平

愛 媛 県 報平成１５年１０月２４日 第１５０３号
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ア 入学候補者数が募集人員を超える場合又は入学候補

者数が募集人員を超えない場合で、市町村（一部事務

組合を含む。以下同じ。）立の中学校の１の学区につ

いて３５人を超えるときは、次により公開して抽選を行

い、入学予定者及び補欠入学予定者を決定する。

� 抽選を行う期日及び場所は、次のとおりとする。

平成１６年２月１日（日） 志願先中学校

� 抽選は、市町村立の中学校の１の学区について入

学予定者数の上限を３５人とする制限（以下「入学予

定者数制限」という。）を設けて実施する。

� 抽選の方法等は、教育長が別に定める。

イ アに掲げる場合を除き、抽選は行わず、入学候補者

を入学予定者とする。

８ 入学予定者及び補欠入学予定者の発表

７�アにより決定した入学予定者及び補欠入学予定者に
ついては、抽選日当日に発表する。

なお、発表の方法等については、教育長が別に定める。

９ 入学予定者の欠員の補充

入学辞退その他の理由により、入学予定者に欠員を生じ

た場合は、７�アにより決定した補欠入学予定者の中から
、入学予定者数制限を適用して、これを補充する。

なお、欠員を補充する期間、その実施方法等については

、教育長が別に定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第４号
平成１６年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次の

ように定める。

平成１５年１０月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１６年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成１６年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要

項に基づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の

入学者の選抜は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が別に定める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成１６年度県立高等学校の第１学年の募集人員は、別

に定める。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及

び水産に関する各学年においては、それぞれに属する２

以上の学科について、一括して募集することができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する

規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定める

ところによる。

第３ 一般入学者選抜

１ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。

� 平成１６年３月末日までに中学校若しくはこれに準ず

る学校（以下「中学校等」という。）を卒業する見込

みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込み

の者

� 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程

を修了した者

� 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られる者

２ 出願

入学志願者は、在籍又は出身の中学校等又は中等教育

学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在籍

及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合は直接

）、志願先高等学校の校長（以下「高等学校長」という

。）に入学願書を提出しなければならない。この場合に

おいて、全日制の課程と定時制の課程とを併願すること

はできない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、教育

長が別に定める。

３ 出願調整

入学志願者は、入学願書受付締切り後、教育長が別に

定める期間中、いずれの学校、いずれの課程、いずれの

学科へでも１回に限り志願変更をすることができる。

４ 報告書

中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のと

おりとし、その様式等については、教育長が別に定める

。

� 調査書

� 学習成績等一覧表

５ 学力検査

入学志願者全員に対して次により学力検査を行う。

� 検査教科

ア 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする

。

イ 定時制の課程

国語を入学志願者全員に受検させることとし、社

会、数学、理科及び英語の４教科から２教科を入学

志願者に選択させて、計３教科とする。

� 検査問題

中学校学習指導要領（平成１０年１２月文部省告示第１

７６号）に示されている各教科の目標及び内容に則し、

基本的事項について出題する。

� 検査期日

平成１６年３月１０日（水）及び同月１１日（木）

� 検査場

志願先高等学校（本校又は分校）

６ 面接及び実技テスト

� 面接は、入学志願者全員に対して行う。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の入学志願者に

対して行う。

� 面接及び実技テストは、学力検査終了後に行う。

７ 入学者の選抜

高等学校長は、報告書、学力検査の成績等を資料とし

て、次により入学者を選抜する。

� 各高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を判定する。

� 全日制の課程については、次の第１選抜及び第２選

愛 媛 県 報平成１５年１０月２４日 第１５０３号
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抜の順に選抜し、合格者を決定する。ただし、入学志

願者数が募集人員（推薦入学確約者を除く。以下この

号において同じ。）を下回っている場合は、ア及びイ

中「募集人員」とあるのは、「入学志願者数」と読み

替えるものとする。

ア 第１選抜

調査書点（第１、第２、第３学年において履修し

た必修教科の評定の合計に、選択教科の外国語（共

通）の評定合計を加算したものをいう。以下イにお

いて同じ。）が上位から募集人員の９０パーセント程

度以内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及

び実技テストの結果が良好な者を対象にして、学力

検査の成績の上位順に募集人員の７０パーセント程度

の者を選抜する。

イ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかったすべての者を対象に

、学力検査の成績（Ａ）、調査書点（Ｂ）、調査書

の学習の記録以外の記録並びに面接及び実技テスト

の評価の得点（Ｃ）を用いて、募集人員の３０パーセ

ント程度の者を選抜する。この場合において、Ａ、

Ｂ及びＣの比率は、それぞれＡは３～６、Ｂは２～

４、Ｃは２～４の範囲内とし、Ａ、Ｂ及びＣの比率

の合計が１０となるように定めるものとする。ただし

、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若しくは

実技テストの結果のいずれかにより成業の見込みが

ないと判断した場合には、合格者としない。

なお、第２選抜におけるＡ、Ｂ及びＣの比率は、

高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 定時制の課程については、高等学校長の判断により

、第１選抜を行わず、第２選抜の方法のみによってす

べての合格者を決定することができる。

８ 合格者の発表

合格者の発表の期日、方法等は、教育長が別に定める

。

９ 第２次募集

定時制の課程については、第１次募集における合格者

が募集人員に満たない場合は、第２次募集を行うものと

する。この場合において、学力検査の教科は、第１次募

集の場合に準ずる。

なお、学力検査の期日、方法等の詳細については、教

育長が別に定める。

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

全日制の課程のすべての学科について実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科及び理数科にあっては

当該学科の募集人員の５パーセントから１５パーセントま

で程度の範囲内で、職業教育を主とする学科及び総合学

科にあっては当該学科の募集人員の２０パーセントから３０

パーセントまで程度の範囲内で高等学校長が当該高等学

校の学科ごとに定め、事前に公表する。

３ 出願資格

� 推薦入学を志願できる者は、平成１６年３月末日まで

に県内の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育

学校の前期課程を修了する見込みの者であって、次の

要件のすべてに該当し、かつ、在籍の中学校等又は中

等教育学校の校長（以下「在籍中学校長」という。）

が推薦するものとする。

ア 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白

で適切であること。

イ 当該高等学校・学科に適性、興味・関心を有する

こと。

ウ 人物が優れていること。

エ 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科

における学習活動に成果が期待できること。

オ 次の要件のいずれかに該当すること。

� 特別活動において優れた実績を有すること。

� 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等

のうち、いずれかの分野において、熱心な活動が

見られること又は優れた成果を上げていること。

� 理数科又は職業教育を主とする学科を志願する

者にあっては、調査書の各教科の学習の記録のう

ち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

� 出願資格の詳細については、各高等学校長が、それ

ぞれの高等学校の教育目標、当該学科の特色、地域性

等を十分考慮して定めるものとする。

４ 出願

推薦入学志願者は、在籍中学校長を経て、高等学校長

に推薦入学願書及び自己アピール書を提出しなければな

らない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、教育

長が別に定める。

５ 報告書

在籍中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次

のとおりとし、その様式等については、教育長が別に定

める。

� 推薦書

� 調査書

６ 学力検査

学力検査は、行わない。

７ 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テスト

� 推薦入学志願者全員に対して、面接及び集団討論の

うちから少なくとも１つ並びに作文及び小論文のうち

から少なくとも１つの合わせて２つ以上を行う。

なお、面接、集団討論、作文及び小論文の選定その

他実施内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごと

に定め、事前に公表する。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の推薦入学志願

者に対して行う。

� 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テストを行

う期日及び場所は、次のとおりとする。

平成１６年２月９日（月） 志願先高等学校（本校又

は分校）

８ 推薦入学者の選抜
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高等学校長は、各高等学校、学科等の特色を踏まえて

、自己アピール書、報告書並びに面接、集団討論、作文

、小論文及び実技テストの結果等を総合的に判定し、推

薦入学者を選抜する。

９ 合格者の発表

合格者の発表の期日、方法等は、教育長が別に定める

。

�������
�愛媛県教育委員会告示第５号

ろう

平成１６年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等

部入学者選抜実施要項を次のように定める。

平成１５年１０月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦
ろう

平成１６年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校高

等部入学者選抜実施要項
ろう

平成１６年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等

部の本科及び専攻科の入学者の選抜は、この要項に基づいて

実施する。

１ 募集人員
ろう

平成１６年度県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の

本科及び専攻科の第１学年の募集人員は、別に定める。

２ 出願資格

入学を志願できる者は、心身の故障が学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３に定める程度の者で

、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げ

る要件のいずれかに該当するものとする。

� 本科
ろう

ア 平成１６年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養

護学校の中学部若しくは中学校（以下「中学部等」と

いう。）を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前

期課程を修了する見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程

を修了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認

められる者

� 専攻科
ろう

ア 平成１６年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養

護学校の高等部、高等学校又は中等教育学校（以下「

高等部等」という。）を卒業する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められる者

３ 出願

入学志願者は、在籍学校又は出身学校の校長（以下「在

籍学校等校長」という。）を経て（在籍学校及び出身学校

のない場合は直接）、志願先学校の校長（以下「志願先校

長」という。）に入学願書を提出しなければならない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、愛媛県

教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定め

る。

４ 報告書

在籍学校等校長から志願先校長に提出する報告書は、次

のとおりとし、その様式等については、教育長が別に定め

る。

� 調査書

� 健康診断票

５ 学力検査
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の本科（普通科を

除く。）及び専攻科の入学志願者に対して次により学力検

査を行う。

� 本科

ア 検査教科

志願先校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指

導要領（平成１１年３月文部省告示第６１号）に示されて

いる中学部の各教科の目標及び内容に則し、基本的事

項について出題する。

ウ 検査期日

平成１６年３月５日（金）

エ 検査場
ろう

志願先の盲学校、聾学校又は養護学校（本校）

� 専攻科

ア 検査教科

松山盲学校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領（

平成元年１０月文部省告示第１５９号）に示されている各

教科の目標並びに各科目の目標及び内容に則し、基本

的事項について出題する。

ウ 検査期日

平成１６年３月５日（金）

エ 検査場

松山盲学校

６ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して行う。

� 適性検査

ア 志願先校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、志願先校長が、学科の特色に応じて決定す

る。

� 期日

学力検査の検査期日と同じ日とする。

７ 入学者の選抜

志願先校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として

、次により入学者を選抜する。

� 各学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受ける

に足る能力・適性等を判定する。

� 合否の判定に当たっては、報告書並びに学力検査の成

績並びに面接及び適性検査の結果等を総合して判定する

。

８ 合格者の発表

合格者の発表の期日、方法等は、教育長が別に定める。
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